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例 規 名例 規 名例 規 名例 規 名    

根 拠 条 項根 拠 条 項根 拠 条 項根 拠 条 項    

八頭町集会所条例 第9条 

例 規 番 号例 規 番 号例 規 番 号例 規 番 号    平成17年条例第111号 

【根拠条文】 

(利用許可の取消し又は停止) 

第9条 施設の管理及び運営上特別の必要が生じたときは、集落代表者は利用許可を取り消すこ

とができる。 

2 施設の利用を許可された者に、この条例に違反する行為があると認めたときは、集落代表者

は、利用停止を命ずることができる。 

 

【基準】 

根拠条文に同じ。 
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